様式第1号別紙２
対象農業者であることの確認書類の提出・省略申告書
氏名　　法人等にあっては、

[image: image1]名称及び代表者の氏名
[image: image2]　
　加入２年目以降に交付金の交付を受けようとする場合、既に提出した書類の内容に変更がないときは、次の「提出省略」にレ印を記入することで、書類の提出を省略することができます。
	■認定農業者
	農業経営改善計画認定書（写）

	□ 今回提出
	□ 提出省略

	■特定農業法人
	特定農用地利用規程認定書（写）

	□ 今回提出
	□ 提出省略

	
	特定農用地利用規程（写）

	□ 今回提出
	□ 提出省略

	■特定農業団体
	特定農用地利用規程認定書（写）

	□ 今回提出
	□ 提出省略

	
	特定農用地利用規程（写）

	□ 今回提出
	□ 提出省略

	
	農業生産法人化及び農用地利用集積目標の達成に向けた取組状況報告書（様式第２号）

	加入２年目以降は、毎年、書類の提出が必要です。

	■特定農業団体
以外の集落営農組織
	農業生産法人化等計画書（様式第19号）

	□ 今回提出
	□ 提出省略

	
	定款又は規約（写）

	□ 今回提出
	□ 提出省略

	
	農業生産法人化及び農用地利用集積目標の達成に向けた取組状況報告書（様式第２号）

	加入２年目以降は、毎年、書類の提出が必要です。

	上記において農業経営改善計画認定書（写）又は特定農用地利用規程認定書（写）を省略している場合の認定又は規程の有効期限

	（認定期間終了日）
平成　　 年 　　月 　　日


	■経営規模に関する要件関係
物理的制約 に応じた特 例を含む
	・共済細目書等（写）
・農地基本台帳（写）
・耕作証明書（写）
・農作業委託契約書（写）　　等
	□ 今回提出
	□ 提出省略


	
	
	
	
	

	
	
	
	経営規模の基準面積を超えている部分での面積の増減であれば、提出を省略できます。


	
	■所得に応じた特例
	左記の特例の適用を受ける場合、下記に掲げるもの以外は、毎年、当該特例の要件を満たしていることを確認できる書類の提出が必要です。


	
	
	うち対象農産物に係る当年の前年における経営面積が、当年の前年における経営面積の 27％以上であることを確認できる書類

	□ 今回提出
	□ 提出省略　


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	対象農産物に係る経営面積の割合が前年と同様に27％以上である場合は、提出を省略できます。


	
	■生産調整組織に対する特例
	左記の特例の適用を受ける場合、毎年、当該特例の要件を満たしていることを確認できる書類の提出が必要です。


	
	■市町村特認
市町村特認申請書（様式第17号）
	□ 今回提出
	□ 提出省略


	
	
	
	
	

	
	
	
	認定時と経営内容（営農類型、経営規模等）に大きな変更がない場合は、提出を省略できます。


	■環境と調和に関する要件
	「環境と調和のとれた農業生産の実施状況に係る点検シート」（様式第 20号）を提出してください。【毎年、書類の提出が必要です。】


	■農地の有効利用に関する要件

	最も早く交付金の交付申請をする際に提出する「交付申請書」（様式第４号・第８号・第10号）を提出してください。
【毎年、書類の提出が必要です。】



